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(57)【要約】
【課題】ヨーグルト、牛乳、ジュース、ミルク粉末、即席麺、ビスケット等の食品に添加
してカルシウム及び／又はマグネシウムを強化するのに有効に利用される、高濃度且つ液
中で分散安定性の良好な食品添加剤スラリー組成物又はパウダー組成物を提供する。
【解決手段】炭酸カルシウム、燐酸カルシウム及びドロマイトからなる群から選ばれた少
なくとも１種（Ａ）１００重量部に対し、加工デンプン（Ｂ）を０．１～８０重量部含有
させてなる食品添加剤スラリー組成物。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭酸カルシウム、燐酸カルシウム（以下、カルシウム剤と記す）及びドロマイトからな
る群から選ばれた少なくとも１種（Ａ）１００重量部に対し、加工デンプン（Ｂ）を０．
１～８０重量部含有させてなることを特徴とする食品添加剤スラリー組成物。
【請求項２】
　下記（ａ）の電気伝導度Ｎ（ｍＳ／ｃｍ）を満たす請求項１に記載の食品添加剤スラリ
ー組成物。
（ａ）　０．１７≦Ｎ≦４．００
Ｎ：粉砕及び／又は分散後の食品添加剤スラリー組成物を、固形分濃度５重量％に調整し
たときの電気伝導度
【請求項３】
　加工デンプン（Ｂ）が、酸化、酸処理、酵素処理、エステル化、エーテル化、架橋化の
１種又は２種以上を施された加工デンプンである請求項１又は２に記載の食品添加剤スラ
リー組成物。
【請求項４】
　加工デンプンの種類が、オクテニルコハク酸エステルである請求項１～３のいずれか１
項に記載の食品添加剤スラリー組成物。
【請求項５】
　カルシウム剤及び／又はドロマイトの粒度分布における重量平均径Ｋ（μｍ）が、０．
０４μｍ≦Ｋ≦０．８μｍである請求項１～４のいずれか１項に記載の食品添加剤スラリ
ー組成物。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の食品添加剤スラリー組成物を乾燥粉末化してなる
ことを特徴とする食品添加剤パウダー組成物。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の食品添加剤スラリー組成物及び／又はパウダー組
成物を含有してなることを特徴とする食品組成物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヨーグルト、牛乳、ジュース、ミルク粉末、即席麺、ビスケット等の食品に
添加してカルシウム及び／又はマグネシウムを強化するのに有効に利用される、高濃度且
つ液中で分散安定性の良好な食品添加剤スラリー組成物又はパウダー組成物、及びこれら
の組成物を含有してなる食品組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、カルシウム摂取量の不足が指摘されており、この傾向は育ち盛りの子供及び老人
において顕著である。このカルシウム摂取量の不足を解消するため、カルシウム強化食品
が販売されるようになってきており、一般的にカルシウムの含有量が多いとされている牛
乳においても、さらにカルシウムを添加してカルシウム強化牛乳として提供することが試
みられており、その他ジュース、ミルク粉末、即席麺、ビスケットにもカルシウム強化し
た商品も多数販売され始めている。
【０００３】
　例えば牛乳、ヨーグルトにおいては、カルシウムを強化する目的で、乳酸カルシウム、
塩化カルシウム等の水溶性の無機又は有機酸形態のカルシウム、炭酸カルシウムあるいは
燐酸カルシウム等の水不溶性の無機形態のカルシウムが添加され使用されている。
【０００４】
　しかしながら、水溶性の無機又は有機酸形態のカルシウムは、牛乳、ヨーグルト中のタ
ンパク質の安定性を阻害しやすく、一定量以上の配合が困難なため、カルシウム原料とし
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て多量に使用することができないという欠点を有していた。
　一方、水不溶性の無機形態のカルシウムは、水不溶性のため牛乳、ヨーグルト中のタン
パク質の安定性を阻害することがないため、添加量の観点からは多量に用いることが可能
であるものの、該無機形態のカルシウムは全般に比重が２．７以上と高く、牛乳中へ分散
させた場合短時間で沈澱するため、食品としての美観上好ましくなく、結局その添加量は
制限され多量に使用することができないという欠点を有していた。
【０００５】
　この欠点を補い食品用途に多量のカルシウムを添加しようとする方法については、数多
く提案されており、例えば牛乳中に用いる無機形態のカルシウム剤スラリーの調製方法と
しては、特許文献１には、炭酸カルシウム製造工程に於いて乾燥粉末化工程を行わないス
ラリー状炭酸カルシウムもしくはスラリー状炭酸カルシウムにＨＬＢ１０以上の親水性乳
化剤を添加したものに超音波を照射し、炭酸カルシウムの分散性を改良する方法が提案さ
れている。
　上記特許文献１の実施例２には、１０重量％のスラリー状炭酸カルシウムと約６重量％
のＨＬＢ１５のショ糖脂肪酸エステルの水溶液の混合物を、超音波照射することによる炭
酸カルシウム固形分が約８重量％のカルシウム剤スラリーの調製方法が記載されている。
【０００６】
　しかしながら、この方法で得られる８重量％程度の低濃度炭酸カルシウム固形分では、
従来の概念を打破した良好な分散性を有するカルシウム剤は得られるものの、ロングライ
フ牛乳等の長期間保存可能食品への添加が可能な０．３μｍ未満の平均粒子径を有する分
散良好なカルシウム剤スラリーを調製することが困難であり、調製し得たとしても、分散
に要するエネルギーコストは膨大となる。さらに、このエネルギーコストの増加のみなら
ず、カルシウム剤スラリーを各方面の使用先に搬送する際に必要な、カルシウム剤スラリ
ーの充填容器費、冷蔵設備費、冷蔵費、輸送費等の流通コストも増大することになり好ま
しい方法とはいえなかった。
【０００７】
　さらに特許文献２には、ＨＬＢが１６のショ糖ステアリン酸エステルと燐酸カルシウム
の混合物を特定の条件下において湿式粉砕して燐酸カルシウム分散体を調製する製造方法
が、また特許文献３にはＨＬＢが１６のショ糖ステアリン酸エステルと炭酸カルシウムの
混合物を同様の方法で湿式粉砕して炭酸カルシウム分散体を調製する製造方法が提案され
ている。
　これらの方法によれば、０．３μｍ未満の平均粒子径を有する極めて分散性の良好なカ
ルシウム剤スラリーを調製することは可能となるが、提案されているカルシウム剤スラリ
ーのカルシウム剤固形分濃度は高々約１０重量％に過ぎず、特許文献１の提案と同様、設
備費、流通経費等の観点から充分な方法とはいえなかった。
【０００８】
　また、特許文献４には、リン脂質及びタンパク分解物からなる群から選ばれる少なくと
も１種類を炭酸カルシウムに添加し、湿式粉砕を行い分散性を改良する方法が提案されて
いる。しかしながら、上記の様にリン脂質やタンパク分解物を添加する方法では、リン脂
質に特有の臭気と苦みがあるため、風味の面で問題が大きい上、該特許文献４によると平
均粒子径が１～３μｍのカルシウム分散液であるため、この方法により得られる炭酸カル
シウムを添加した牛乳は、その製造工程中におけるクラリファイヤー等の遠心分級機にお
ける炭酸カルシウムの歩留まりが悪く、また牛乳等の食品中において沈降しやすく、ロン
グライフ牛乳等の長期間保存可能食品への添加用途には良好とはいえなかった。
【０００９】
　更に特許文献５には、ＨＬＢが１６のショ糖ステアリン酸エステルと燐酸カルシウムあ
るいは炭酸カルシウムの混合物からなるカルシウム剤スラリーをスプレードライヤー等の
乾燥機を用いて乾燥粉末を調製する製造方法が提案されているが、乾燥原料であるカルシ
ウム剤スラリーのカルシウム剤の固形分濃度は共に１０重量％程度と低濃度であり、乾燥
エネルギーのみならず乾燥機設備の投資額の観点からも改善すべき問題点となっていた。
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【００１０】
　また、特許文献６には、炭酸カルシウム、リン酸カルシウム及びピロリン酸第２鉄から
なる群から選ばれる少なくとも１種類とアラビアガムを混合した高濃度食品添加物スラリ
ー組成物及び／又はパウダー組成物、及びこれを含有する食品組成物が提案されている。
しかしながら、この方法で用いられているアラビアガムは天然品であり、過去にも天災に
より生産の減少と共にその価格が著しく高騰するという状況に陥ったこともあり、また輸
入品である為、国際状況等の影響でその入手も困難となる場合もあり、安価な製品の安定
供給という点で問題となっていた。
【００１１】
　最近、牛乳、ヨーグルト、ジュース類等液体食品の長期間保存可能な容器、保存方法の
進歩に伴い、該食品を販売店、自動販売機、家庭内の大型冷蔵庫等において長期間保存す
るケースが増加しており、同種の食品にカルシウム強化の目的で添加されている炭酸カル
シウム粒子は、その食品中における分散状態が極めて良好でない場合、長期間の液体食品
の保存の間に食品容器底部に沈澱してしまい、牛乳、ジュース類液体食品を飲用する際、
その沈澱物が飲用者に不快感、不清潔感を与えることが多くなっている。
【００１２】
　従って、現在カルシウム強化の目的で従来技術で調製された炭酸カルシウム等の無機粒
子を添加し市販されている液体食品類は、該無機粒子の食品中における分散安定期間が短
いため、該無機粒子の添加量は極少量に制限される必要があり、また一般消費者が購入後
１～２日の間に必ず食用に用いられるような液体食品に制限される必要があり、好ましく
なかった。
【００１３】
　更に最近の麺業界、特に即席麺では、差別化、グルメ化等で多岐にわたる商品が開発さ
れ、各種ミネラルやビタミンを添加した商品が多数販売されている。同種の食品において
カルシウム強化の目的で添加されている炭酸カルシウムは麺中に均一に分散する必要があ
るが、該炭酸カルシウムの分散性及び流動性が十分でない場合、麺中のカルシウム含量が
不均一でばらつく為、カルシウム強化食品としては不適当であった。また、上記問題点を
解決するには麺の原料と炭酸カルシウムを長時間あるいは強力に撹拌し均一に混合させる
必要があり、エネルギーコスト的にも好ましくなかった。
【００１４】
　また、近年生体内でのマグネシウムの働きに注目が集まっている。マグネシウムはカル
シウムの代謝に大きな関わりを持っており、不足するとカルシウムの代謝異常に伴う諸症
状が現れる。さらに、マグネシウムは多くの酵素反応に関わり、生体内の恒常性を維持し
ていると言われている。しかし、マグネシウムは食品の精製加工の段階でほとんどなくな
る為、現代人の食生活では不足しがちな状況にあり、マグネシウムを強化した商品に注目
が集まっている。
【００１５】
　例えば、清涼飲料水等において、マグネシウム分を強化する目的で、塩化マグネシウム
、硫酸マグネシウム等の水溶性のマグネシウムや酸化マグネシウム等の水不溶性又は難溶
性の無機形態のマグネシウムが添加使用されている。しかしながら、水溶性の有機又は無
機形態のマグネシウムは苦みが強く、味の問題でその添加量に強い制約を受けることは否
めなかった。また、酸化マグネシウム等の水不溶性又は難溶性の無機形態のマグネシウム
の分散体を用いた場合は、比重が３．０以上と高く、清涼飲料水等に分散させた場合、短
時間で沈澱するため、食感及び食品としての美観上好ましくなく、結局、水溶性のマグネ
シウム剤同様、その添加量は制限され多量に使用出来ないという欠点を有していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】特開昭６４－６９５１３号公報
【特許文献２】特開平６－１２７９０９号公報
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【特許文献３】特開平６－１２７９３９号公報
【特許文献４】特開平９－９９１１号公報
【特許文献５】特開平６－１９７７３６号公報
【特許文献６】ＷＯ９８－４２２１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明は、かかる実状に鑑み、上記課題を解決した、流通経済性に優れた非常に高濃度
を有し、且つ牛乳や即席麺等の食品への添加剤として好適な高分散性を有する食品添加剤
スラリー組成物又はパウダー組成物及びこれを含有してなる食品組成物を提供するもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の第１は、炭酸カルシウム、燐酸カルシウム（以下、カルシウム剤と記す）及び
ドロマイトからなる群から選ばれた少なくとも１種（Ａ）１００重量部に対し、加工デン
プン（Ｂ）を０．１～８０重量部含有させてなることを特徴とする食品添加剤スラリー組
成物を内容とするものである。
【００１９】
　本発明の第２は、上記の食品添加剤スラリー組成物を乾燥粉末化してなることを特徴と
する食品添加剤パウダー組成物を内容とするものである。
【００２０】
　本発明の第３は、上記の食品添加剤スラリー組成物及び／又はパウダー組成物を含有し
てなることを特徴とする食品組成物を内容とするものである。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の食品添加剤スラリー組成物又はパウダー組成物は、液中での再分散性、液中で
の長期分散安定性、並びに風味が極めて優れている上、高濃度化が可能なため経済的にも
非常に優れている。また、該食品添加剤スラリー組成物及び／又はパウダー組成物を用い
て調製される食品組成物は、中性、酸性の何れの領域においても、長期間の保存安定性が
極めて優れている。更に、本発明に使用される原材料は、天候や国際情勢等の影響を受け
ることなく安定的に入手できる利点がある。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明に用いる炭酸カルシウムは、例えば炭酸カルシウムを５０重量％以上含有するコ
ーラル炭酸カルシウム、重質炭酸カルシウム、合成炭酸カルシウムが挙げられるが、水酸
化カルシウムの水懸濁液である石灰乳と炭酸ガスを反応させる炭酸ガス法に代表される化
学的合成方法により調製される合成炭酸カルシウムが、微細な分散体を得易い点で好まし
い。炭酸ガス法において合成炭酸カルシウムを調製する際の好ましい方法として、以下に
示す方法を例示できる。
【００２３】
　石灰乳を炭酸ガスを用いて炭酸化反応し、得られる炭酸カルシウムの水懸濁液の調製工
程において、炭酸化反応終了して調製されたｐＨの値がＱの炭酸カルシウムの水懸濁液を
撹拌、及び／又は湿式粉砕、及び／又は静置し、該炭酸カルシウムの水懸濁液のｐＨを以
下に示す式（ａ）及び（ｂ）を満たすｐＨ値Ｒに上昇せしめた後、水懸濁液中に存在する
アルカリ物質を除去及び／又はアルカリ物質の単位体積当たりの濃度を低下せしめ、炭酸
カルシウムの水懸濁液のｐＨを、以下に示す式（ｃ）を満たすｐＨ値Ｓに調整し、炭酸カ
ルシウムを調製する。
　　　　Ｒ≧８．６・・・・・・・・・・・・（ａ）
　　　　１０(R+2) ／１０Q ≧１２５・・・・（ｂ）
        １０(S+2) ／１０R ≦８０・・・・・（ｃ）
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　但し、Ｑ，Ｒは同一温度条件下のｐＨである。
　また、ｐＨ値Ｓは、Ｓが８．６未満の場合、Ｓは８．６として計算。
【００２４】
　本発明に用いる燐酸カルシウムとは、燐酸のカルシウム塩からなる無機物を指称し、燐
酸カルシウムを５０重量％以上含有する天然燐酸カルシウム、牛骨、合成燐酸カルシウム
等が挙げられるが、水酸化カルシウム、炭酸カルシウム、塩化カルシウム等のカルシウム
塩と燐酸、燐酸ソーダ等の燐酸塩を反応させる化学的合成方法により調製される合成燐酸
カルシウムが好ましく、中でもピロ燐酸二水素カルシウム、燐酸一水素カルシウム、燐酸
三カルシウムの一種以上から選ばれる燐酸カルシウムがより好ましい。
【００２５】
　本発明の原料として用いる炭酸カルシウム及び／又は燐酸カルシウム（以下、カルシウ
ム剤という）の形態に関しては、通常の方法で調製されるカルシウム剤の水懸濁液でもよ
く、また該水懸濁液を常法に従い脱水、乾燥、粉砕を経て調製されるカルシウム剤の粉体
に再度水を添加して調製される水懸濁液でもよいが、食品添加物規格厳守及び衛生管理面
の観点から、後者の形態を採用するのが好ましい。
　後者の方法に用いる場合、使用する炭酸カルシウムの粉体のｐＨに関しては、本発明に
使用する親水性乳化剤の機能低下防止、及び粉砕及び分級時の効率の上昇の観点から、炭
酸カルシウム粉体の固形分濃度２０重量％の水懸濁液２００ｃｃを、３００Ｗ，２０ｋＨ
ｚで１０分間超音波処理した後の水懸濁液の２５℃におけるｐＨが、１１．７以下の炭酸
カルシウム粉体を使用するのが好ましく、より好ましくは１１．５以下である。
【００２６】
　また、本発明の原料として用いるカルシウム剤の窒素吸着法（ＢＥＴ法）による比表面
積は、６ｍ2 ／ｇ～６０ｍ2 ／ｇの範囲が好ましい。比表面積が、６ｍ2 ／ｇ未満の場合
、牛乳等の液体食品中での長期間の安定性に問題が生じ、また、６０ｍ2 ／ｇを越える場
合、カルシウム剤粉体の凝集力が極めて強くなるため、その分散が困難となる。
【００２７】
　本発明に用いるドロマイトとは、天然ドロマイトをＨミル、竪型ミル、ボールミルある
いはローラミル等を用い粉砕して使用する。
　また、本発明の原料として用いるドロマイトの窒素吸着法（ＢＥＴ法）による比表面積
は、１ｍ2 ／ｇ～５０ｍ2 ／ｇの範囲が好ましい。比表面積が、１ｍ2 ／ｇ未満の場合、
牛乳等の液体食品中での長期間の安定性に問題が生じ、また、５０ｍ2 ／ｇを越える場合
、ドロマイト粉体の凝集力が極めて強くなるため、その分散が困難となる。
【００２８】
　次に、前述のカルシウム剤及びドロマイトから選ばれた少なくとも１種（Ａ）と加工デ
ンプン（Ｂ）と水との食品添加剤スラリー組成物を調製する。
　カルシウム剤及びドロマイトから選ばれた少なくとも１種（Ａ）と加工デンプン（Ｂ）
と水の食品添加剤スラリー組成物を調製するのに必要不可欠な条件は、該食品添加剤スラ
リー組成物中のカルシウム剤及びドロマイトから選ばれた少なくとも１種（Ａ）１００重
量部に対し、加工デンプン（Ｂ）が０．１～８０重量部含有されていることであり、好ま
しくは加工デンプン（Ｂ）が、１～７０重量部含有されていることであり、より好ましく
は２～５０重量部含有されていることである。
【００２９】
　加工デンプンの添加量が０．１重量部未満の場合、例えば、牛乳、ジュース、ドリンク
タイプのヨーグルト等の食品に添加使用した場合、食品中のカルシウム剤及び／又はドロ
マイトの経時安定性が悪く、著しい場合、２４時間以内に食品容器底部に凝集し沈降する
。一方、８０重量部を越えた場合、加工デンプン由来の塩味、苦み等の異味が強く、製品
本来の風味を損なう恐れがあるだけではなく、食品添加剤スラリー組成物の粘度が上昇し
てしまい、良好なハンドリングを得る為に製品の粘度を低くする必要があり、経済的な面
でも好ましくない。
【００３０】
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　また、食品添加剤スラリー組成物の電気伝導度Ｎ（ｍＳ／ｃｍ）は、下記（ａ）の要件
を満たすことが好ましく、より好ましくは、０．１８≦Ｎ≦２．５０、更に好ましくは、
０．２０≦Ｎ≦１．５０である。
（ａ）　０．１７≦Ｎ≦４．００
Ｎ：粉砕及び／又は分散後の食品添加剤スラリー組成物を、カルシウム剤固形分濃度５％
に調製後の電気伝導度
　電気伝導度Ｎ（ｍＳ／ｃｍ）が、０．１７未満の場合、カルシウム剤の表面安定性が不
安定となり、カルシウム剤が再凝集し易いものが得られるため、牛乳等に使用した場合、
安定なものを得られ難くなる傾向にあるため好ましくなく、Ｎが４．００を越えた場合、
牛乳等に使用した場合、タンパク質の安定性を阻害し易いため、増粘傾向にあり、極端な
場合、ゲル化することがあるため好ましくない。
【００３１】
　本発明における電気伝導度は、下記の要領で測定計算されたものである。
　　　　　測定機種　：パーソナルＳＣメーター　ＭｏｄｅｌＳＣ８２
　　　　　試料の調製：食品添加剤スラリー組成物を、溶媒で固形分濃度５重量％に調整
　　　　　　　　　　　する。
　　　　　溶媒      ：イオン交換水
【００３２】
　また、食品添加剤スラリー組成物中のカルシウム剤及び／又はドロマイトの粒度分布に
おける重量（体積）平均径Ｋ（μｍ）については、下記（α）の要件を具備することであ
り、かなり長期間の保存分散安定性を要求される食品用途には（β）の要件を具備するこ
とが好ましく、より好ましくは（γ）の要件を具備することである。
（α）０．０４≦Ｋ≦０．８
（β）０．０４≦Ｋ≦０．５
（γ）０．０４≦Ｋ≦０．３
【００３３】
　食品添加剤スラリー組成物中のカルシウム剤及び／又はドロマイトの粒度分布における
重量平均径が、０．８μｍより大きい場合は沈降しやすいため、これらの食品添加剤スラ
リー組成物は、長期間保存可能な食品用途には使用できない。食品添加剤スラリー組成物
中のカルシウム剤の粒度分布における重量平均径を０．８μｍ以下に調製する方法につい
ては、前述の方法によればよいが、物理的方法による粉砕及び／又は分散方法については
、ダイノーミル、サンドミル、コボールミル等の湿式粉砕機、ナノマイザー、マイクロフ
ルイタイザー、ホモゲナイザー等の乳化・分散装置、超音波分散機、３本ロールミル等の
ロールミルが好ましく使用できる。
【００３４】
　本発明におけるカルシウム剤及び／又はドロマイトの食品添加剤スラリー組成物中のカ
ルシウム剤及び／又はドロマイトの粒度分布における重量平均径は、下記の要領で測定計
算されたものである。
　　　　　測定機種　：島津製作所製　ＳＡ－ＣＰ４Ｌ
　　　　　試料の調製：食品添加剤スラリー組成物を、下記２０℃の溶媒中に滴下し、粒
　　　　　　　　　　　度分布測定試料とする。
　　　　　溶媒      ：イオン交換水
　　　　　予備分散  ：ＳＫディスパーザー（セイシン企業製）を用い、
　　　　　　　　　　　超音波分散１００秒
　　　　　測定温度  ：２０．０℃±２．５℃
【００３５】
　本発明に用いられる加工デンプン（Ｂ）の種類に関して特に制限はないが、長期間保存
可能な飲料等で非常に優れた安定性を保持する為には、酸化、酸処理、酵素処理、エステ
ル化、エーテル化、架橋化等の反応又は処理を１種もしくは２種以上組み合わせて得られ
たデンプン、即ち、酸処理デンプン、酸化デンプン酵素変性デキストリン、エステル化デ
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ンプン、エーテル化デンプン及び架橋化デンプンの反応を１種もしくは２種以上組み合わ
せたデンプンが好ましく、特にオクテニルコハク酸エステルデンプンが好ましい。オクテ
ニルコハク酸エステルデンプンとは通常、デンプン懸濁液を微アルカリ性にした後、オク
テニルコハク酸懸濁液を滴下することにより得られる。また、これに上述した他の処理を
したもの及び／又はこれらの混合物等を用いることができる。上記加工デンプンの例とし
て、ＰＵＲＩＴＹ　ＧＵＭ　１７７３、ＰＵＲＩＴＹ　ＧＵＭ　２０００、エヌクリーマ
ー４６、カプシュール（以上ナショナルスターチ社製の商品名）、エマルスター３０Ａ（
松谷化学工業株式会社製の商品名）等が挙げられる。
【００３６】
　また、本発明に用いられるデンプンの原料の種類に特に制限はないが、粘液の安定性や
粘性の観点からワキシコーンスターチの方が好ましい。
　以上の様にして調製されるカルシウム剤及びドロマイトからなる群より選ばれた少なく
とも１種（Ａ）と加工デンプン（Ｂ）と水の食品添加剤スラリー組成物を乾燥粉末化する
ことにより、本発明の食品添加剤パウダー組成物は調製される。食品添加剤スラリー組成
物の乾燥について、乾燥機に特別の制限はないが、各種表面処理剤の変質防止の観点から
極めて短時間に乾燥を行うのが好ましく、この観点から乾燥機としては、スプレードライ
ヤー、セラミック媒体を加熱流動状態で用いるスラリードライヤー等の液滴噴霧型乾燥機
を用いるのが望ましい。
【００３７】
　上記の如き方法により調製される食品添加剤スラリー組成物又はパウダー組成物は、水
中における再分散性が極めて良好であり、特殊な分散機、撹拌機等を用いずとも容易に水
中に分散する。
　従って、本発明の食品添加剤スラリー組成物及び／又はパウダー組成物を用いて、食品
、例えばカルシウム及びマグネシウム強化牛乳を調製するには、本発明の食品添加剤スラ
リー組成物及び／又はパウダー組成物を牛乳に直接添加して強力に撹拌し、牛乳中に食品
添加剤スラリー組成物及び／又はパウダー組成物を分散させるだけで充分であるが、該食
品添加剤スラリー組成物及び／又はパウダー組成物を前もって水中に分散させ得られるカ
ルシウム剤及び／又はドロマイトの水分散液を牛乳に添加しても差し支えない。また還元
乳では、本発明の食品添加剤スラリー組成物又はパウダー組成物を、６０℃程度の温度で
溶解したバター又はバターオイルに加えて高速撹拌して分散させ、次いでこれに還元脱脂
乳あるいは脱脂乳を加え、均質化すればよい。
【００３８】
　これらの方法で調製したカルシウム及びマグネシウム強化牛乳等は、クラリファイヤー
で除去されるカルシウム剤及び／又はドロマイトの量が、従来の方法で調製されたカルシ
ウム剤及びマグネシウム剤を添加した場合に比べて、大幅に減少する。即ち、本発明の食
品添加剤スラリー組成物及び／又はパウダー組成物を添加した牛乳、ヨーグルト、ジュー
ス類中には、カルシウム剤及び／又はドロマイトが極めて安定に保持されている。また、
本発明の食品添加剤スラリー組成物及び／又はパウダー組成物は、カルシウム剤及び／又
はドロマイトの分散性が良好であるため、牛乳等に添加する際の撹拌時間が少なくてすみ
、従って、バター中で長時間撹拌した場合に見られるようなカルシウム剤及び／又はドロ
マイトの凝集は起こらない。本発明の食品添加剤スラリー組成物及び／又はパウダー組成
物は、上記用途以外に、クリーム、コーヒー、紅茶、ウーロン茶等の液体食品、ワイン、
酒等のアルコール飲料等にカルシウム及びマグネシウム剤の強化の目的で使用することが
出来る。
【００３９】
　さらに、本発明の食品添加剤スラリー組成物及び／又はパウダー組成物を用いてカルシ
ウム及びマグネシウム強化即席麺を調製するには、本発明の方法により調製される食品添
加剤スラリー組成物及び／又はパウダー組成物を即席麺の原料粉末中に直接添加し、軽く
撹拌及び／又は混合し食品添加剤スラリー組成物及び／又はパウダー組成物を分散させる
だけで充分である。



(9) JP 2010-29218 A 2010.2.12

10

20

30

40

50

　また、本発明の食品添加剤スラリー組成物又はパウダー組成物は、乳酸カルシウム、塩
化カルシウム等の水可溶性カルシウム塩及び／又は塩化マグネシウム、硫酸マグネシウム
等の水可溶性マグネシウム塩と併用使用しても何等差し支えない。
【実施例】
【００４０】
　以下に実施例、比較例を示し本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれら実施例の
みに限定されるものではない。
　実施例及び比較例で使用する炭酸カルシウム、リン酸カルシウム及び／又はドロマイト
の製造方法を以下に参考例として示す。
【００４１】
参考例１：炭酸カルシウム
　比重１．０５０で温度が１０℃の石灰乳１００００リッターに、炭酸ガス濃度２７重量
％の炉ガス（以下炭酸ガスと略記する）を２５ｍ3 ／ｍｉｎの流速で導通し炭酸化反応を
行い、２５℃におけるｐＨがｐＨ９．０の炭酸カルシウムの水懸濁液を得た。
　次にｐＨ９．０の炭酸カルシウム水懸濁液を、５０℃で１２時間撹拌し、炭酸カルシウ
ム水懸濁液の２５℃におけるｐＨが１１．８に達した時点でフィルタープレスを用いて脱
水し、炭酸カルシウム固形分濃度が４８重量％の脱水ケーキを得た。次に得られた脱水ケ
ーキに再度水を加え撹拌し、脱水前の炭酸カルシウム水懸濁液と同一濃度の炭酸カルシウ
ム水懸濁液を得た。該炭酸カルシウム水懸濁液のｐＨは１１．５であった。この炭酸カル
シウム水懸濁液に再度炭酸ガスを導通し、炭酸カルシウム水懸濁液のｐＨを７．０に低下
せしめた後、該炭酸カルシウム水懸濁液をフィルタープレスを用い脱水し、そのプレスケ
ーキをパドルドライヤーを用いて乾燥し、乾式粉砕機を用いて炭酸カルシウム粉体を得た
。
　該炭酸カルシウムの窒素吸着法による比表面積を、ＱＵＡＮＴＡ、ＣＨＲＯＭＥ製表面
積測定装置ＮＯＶＡ２０００を用いて測定した結果３０ｍ2 ／ｇであった。
【００４２】
参考例２：リン酸カルシウム
　強アンモニア性塩化カルシウム溶液に第二燐酸アンモニウムを添加撹拌後、脱水を行い
、得られるケーキを数度水洗した後、乾燥、乾式粉砕を行い白色粉体を得た。Ｘ線回折測
定により該白色粉体が燐酸三カルシウムであることを確認した。該燐酸三カルシウム水懸
濁液をフィルタープレスを用い脱水し、そのプレスケーキをパドルドライヤーを用いて乾
燥し、乾式粉砕機を用いて白色粉体を得た。また、該粉体の窒素吸着法による比表面積を
、ＱＵＡＮＴＡ、ＣＨＲＯＭＥ製表面積測定装置ＮＯＶＡ２０００を用いて測定した結果
４０ｍ2 ／ｇであった。
【００４３】
参考例３：ドロマイト
　天然ドロマイトを数回洗浄した後、Ｈミルを用い乾式粉砕を行い、分級し白色粉体を得
た。Ｘ線回折測定により該白色粉体が炭酸カルシウムと炭酸マグネシウムの混合物である
ことを確認した。また、白色粉体中のカルシウム含量及びマグネシウムの含量を測定した
結果、各々２１重量％及び１２重量％であることを確認した。また、該粉体の窒素吸着法
による比表面積を、ＱＵＡＮＴＡ、ＣＨＲＯＭＥ製表面積測定装置ＮＯＶＡ２０００を用
いて測定した結果５ｍ2 ／ｇであった。
【００４４】
実施例１
　参考例２の方法で得たリン酸カルシウム粉体を用い、リン酸カルシウム固形分１００重
量部に対し加工デンプン１３重量部及び水を添加し攪拌混合を行い食品添加剤スラリー組
成物を調製後、湿式粉砕機ダイノーミルＫＤパイロット型（ＷＡＢ社製）を用いて湿式粉
砕を行い、高濃度食品添加剤スラリー組成物を得た。該食品添加剤剤スラリー組成物中の
炭酸カルシウムの粒度分布における重量平均径は、０．２２μｍであった。また、該食品
添加剤スラリー組成物の湿式粉砕後のサンプルを炭酸カルシウム固形分濃度５重量％に希
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釈後の電気伝導度を測定した結果、０．３８ｍＳ／ｃｍであった。
　本実施例で得られた高濃度食品添加剤スラリー組成物の粘度は充分に低く、流動性にも
全く問題はなかった。尚、加工デンプンはあらかじめ水で溶解させた後添加した。
【００４５】
実施例２，３
　表１に示す条件の他は実施例１と同条件で、高濃度食品添加剤スラリー組成物を得た。
尚、実施例２，３で得られた食品添加剤スラリー組成物は、実施例１と同様にカルシウム
剤固形分濃度が４０重量％の食品添加剤スラリー組成物の調製を試みたが、該濃度では高
粘度でハンドリングが困難であったため、ハンドリングに支障のない程度まで希釈を行っ
た結果、表１に示す如き固形分濃度のスラリーが調製された。
　本実施例の食品添加剤スラリー組成物中のカルシウム剤又はドロマイトの粒度分布にお
ける重量平均径及び湿式粉砕後の電気伝導度を実施例１と同様の方法で測定した結果を表
１に示す。
【００４６】
比較例１，５
　表１に示す条件の他は実施例１と同条件で、食品添加剤スラリー組成物を得た。尚、本
比較例で得られた食品添加剤スラリー組成物は、実施例１と同様にカルシウム剤固形分濃
度が４０重量％の、高濃度食品添加剤スラリー組成物の調製を試みたが、該濃度では粘度
が高くハンドリングが困難であったため、ハンドリングに支障がない濃度まで希釈を行っ
た結果、表１に示す如き固形分濃度のスラリーが調整された。本比較例の食品添加剤スラ
リー組成物中のカルシウム剤の粒度分布における重量平均径及び湿式粉砕後の電気伝導度
を実施例１と同様の方法で測定した結果を表１に示す。
【００４７】
比較例２
　参考例１の炭酸カルシウムを用いて、炭酸カルシウム固形分１００重量部に対し、酵素
分解レシチンを１２重量部及び水を添加し攪拌混合を行い、食品添加剤スラリー組成物を
調製後、湿式粉砕機ダイノーミルＫＤパイロット型を用いて湿式粉砕を行い高濃度食品添
加剤スラリー組成物を得た。
　尚、本比較例で得られた高濃度食品添加剤スラリー組成物は、実施例１と同様に食品添
加剤固形分濃度が４０重量％の、高濃度食品添加剤スラリー組成物の調製を試みたが、該
濃度では粘度が高くハンドリングが困難であったため、ハンドリングに支障がない濃度ま
で希釈を行った結果、表１に示す如き固形分濃度のスラリーが調整された。
　本比較例の食品添加剤スラリー組成物中のカルシウム剤の粒度分布における重量平均径
及び湿式粉砕後の電気伝導度を実施例１と同様の方法で測定した結果を表１に示す。尚、
酵素分解レシチンはあらかじめ水で溶解させた後添加した。
【００４８】
比較例３，４
　表１に示す条件の他は比較例２と同条件で、食品添加物剤スラリー組成物を得た。尚、
本比較例で得られた高濃度食品添加剤スラリー組成物は、実施例１と同様に食品添加剤固
形分濃度が４０重量％の、高濃度食品添加剤スラリー組成物の調製を試みたが、該濃度で
は粘度が高くハンドリングが困難であったため、ハンドリングに支障がない濃度まで希釈
を行った結果、表１に示す如き固形分濃度のスラリーが調整された。
　本比較例の食品添加剤スラリー組成物中のカルシウム剤の粒度分布における重量平均径
及び湿式粉砕後の電気伝導度を実施例１と同様の方法で測定した結果を表１に示す。
　尚、ショ糖脂肪酸エステル及びアルギン酸プロピレングリコールエステルはあらかじめ
６５℃の温水で溶解させた後、２０℃に冷却後添加した。
【００４９】
実施例４～６及び比較例６～１０
　実施例１～３及び比較例１～５で得られた食品添加剤スラリー組成物を、スプレードラ
イヤーを用いて乾燥し、食品添加剤パウダー組成物を得た。
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　次に実施例４～６及び比較例６～１０で得られた食品添加剤パウダー組成物を水に添加
し、ホモミキサーにより１１０００ｒｐｍで１５分間攪拌し、カルシウム剤及び／又はド
ロマイトが各々パウダー化前のスラリー濃度の再分散液を調整した。得られた食品添加剤
パウダー組成物の再分散液の粘度は、乾燥前の食品添加剤スラリー組成物と比較してほぼ
同程度で流動性にも全く問題はなかった。再分散液中の各々のカルシウム剤及び／又はド
ロマイトの粒度分布における重量平均径を表２に示す。
【００５０】
【表１】

【００５１】



(12) JP 2010-29218 A 2010.2.12

10

20

30

40

【表２】

【００５２】
　次に実施例１～６及び比較例１～１０で調製した食品添加剤スラリー組成物又はパウダ
ー組成物の再分散液を用い、各々のカルシウム剤固形分濃度が０．７５重量％、各々のド
ロマイト固形分濃度が０．９１重量％になるように希釈後、該希釈液を１００ｍｌのメス
シリンダーにとり、１０℃で静置し、カルシウム剤又はドロマイトの沈澱により生ずる透
明部分とカルシウム剤又はドロマイトの分散部分の着色部分の界面の高さの経時変化、沈
澱物の量の経時変化を目視判断し、各水分散液の水中における安定性を調べた。メスシリ
ンダーに刻まれたｍｌ単位の表示を読みとり、その結果を下記の５段階表示により表３に
示す。
（界面の高さ）
界面がほぼ９８以上１００ｍｌである・・・・・・・５
界面が９５以上９８未満である・・・・・・・・・・４
界面が９０以上９５未満である・・・・・・・・・・３
界面が５０以上９０未満である・・・・・・・・・・２
界面が５０未満である・・・・・・・・・・・・・・１
（沈澱物の量）
殆ど沈澱物が確認できない・・・・・・・・・・・・５
わずかに沈澱物が確認できる・・・・・・・・・・・４
０．５ｍｍ未満程度の沈澱物がある・・・・・・・・３
０．５ｍｍ以上２ｍｍ未満の沈澱物がある・・・・・２
２ｍｍ以上の沈澱がある・・・・・・・・・・・・・１
【００５３】
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【表３】

【００５４】
実施例７
　実施例１で調製した食品添加剤スラリー組成物２００ｇを、６０℃で溶解させたバター
５００ｇ中に分散させ、これを脱脂乳９．３０ｋｇ中に添加撹拌し、次いで殺菌を行いカ
ルシウム強化牛乳を得た。該カルシウム強化牛乳を１００ｍｌのメスシリンダー数本にと
り、５℃で保存し、定期的にメスシリンダー中の牛乳を静かに廃棄し、メスシリンダー底
部に残存している沈澱物の量の経時変化を目視観察した。その結果を下記の４段階表示に
より表４に示す。また、該カルシウム強化牛乳の男女各１０名よりなる官能試験を行い、
各々に風味に関して５段階の判定をさせ、その平均値も表４に示す。
（沈澱物の量）
殆ど沈澱物が確認できない・・・・・・・・・・・・４
わずかに沈澱物が確認できる・・・・・・・・・・・３
少し沈澱物が確認できる・・・・・・・・・・・・・２
かなり大量の沈澱物が確認できる・・・・・・・・・１
（風味）
風味が良好である・・・・・・・・・・・・・・・・５
風味が少し気になる（やや違和感がある）・・・・・４
風味が少し悪い（やや不快感がある）・・・・・・・３
風味がかなり悪い（かなり不快感がある）・・・・・２
風味が非常に悪い（非常に不快感が強い）・・・・・１
【００５５】
実施例８、実施例１０，１１、比較例１１～１４、比較例１６～１９
　前述の実施例２、実施例４，５、比較例１～４、比較例６～９で調製した食品添加剤ス



(14) JP 2010-29218 A 2010.2.12

10

20

30

40

50

ラリー組成物又はパウダー組成物の再分散液を用いること、及び各々のカルシウム濃度を
実施例７と同濃度に調整することを除き、他は実施例７と同様の方法でカルシウム強化牛
乳を得た。また、これらのカルシウム強化牛乳の沈澱物の量の観察並びに風味に関する官
能試験を、実施例７に示す同様の方法で行った。その結果を表４に示す。
【００５６】
実施例９
　実施例３で調製した食品添加剤スラリー組成物４４５ｇを、６０℃で溶解させたバター
５００ｇ中に分散させ、これを脱脂乳９．０５ｋｇ中に添加撹拌し、次いで殺菌を行い、
カルシウム及びマグネシウム分強化牛乳を得た。
　また、これらのカルシウム及びマグネシウム強化牛乳の沈澱物の量の観察並びに風味に
関する官能試験を、実施例７に示す同様の方法で観察した。その結果を表４に示す。
【００５７】
実施例１２、比較例１５，２０
　前述の実施例６、比較例５，１０で調製した食品添加剤スラリー組成物又はパウダー組
成物の再分散液を用いること、及び各々のカルシウム及びマグネシウム濃度を実施例９と
同濃度に調整することを除き、他は実施例９と同様の方法でカルシウム及びマグネシウム
分強化牛乳を得た。
　また、これらのカルシウム及びマグネシウム強化牛乳の沈澱物の量の観察並びに風味に
関する官能試験を、実施例７に示す同様の方法で観察した。その結果を表４に示す。
【００５８】
【表４】

【００５９】
実施例１３
　実施例１で調製した食品添加剤スラリー組成物２００ｇを、６０℃で溶解させたバター
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３００ｇ中に分散させ、これを脱脂乳９．５０ｋｇ中に添加撹拌し、次いで超高温滅菌を
行い、ロングライフ・カルシウム強化牛乳を得た。
　また、これらのカルシウム強化牛乳の沈澱物の量の観察並びに風味に関する官能試験を
、実施例７に示す同様の方法で行った。その結果を表５に示す。
【００６０】
実施例１４、実施例１６，１７、比較例２１～２４、比較例２６～２９
　前述の実施例２、実施例４，５、比較例１～４、比較例６～９で調製した食品添加剤ス
ラリー組成物又はパウダー組成物の再分散液を用いること、及び各々のカルシウム濃度を
実施例１３と同濃度に調整することを除き、他は実施例１３と同様の方法でロングライフ
・カルシウム強化牛乳を得た。また、これらのカルシウム強化牛乳の沈澱物の量の観察並
びに風味に関する官能試験を、実施例７に示す同様の方法で行った。その結果を表５に示
す。
【００６１】
実施例１５
　実施例３で調製した食品添加剤スラリー組成物４４５ｇを、６０℃で溶解させたバター
３００ｇ中に分散させ、これを脱脂乳９．０５ｋｇ中に添加撹拌し、次いで超高温滅菌を
行い、ロングライフカルシウム及びマグネシウム分強化牛乳を得た。
　また、これらのカルシウム及びマグネシウム強化牛乳の沈澱量の観察並びに風味に関す
る官能試験を、実施例７に示す同様の方法で観察した。その結果を表５に示す。
【００６２】
実施例１８、比較例２５，３０
　前述の実施例６、比較例５，１０で調製した食品添加剤スラリー組成物又はパウダー組
成物の再分散液を用いること、及び各々のカルシウム及びマグネシウム濃度を実施例１５
と同濃度に調整することを除き、他は実施例１５と同様の方法でロングライフカルシウム
及びマグネシウム分強化牛乳を得た。
　また、これらのカルシウム及びマグネシウム強化牛乳の沈澱量の観察並びに風味に関す
る官能試験を、実施例７に示す同様の方法で観察した。その結果を表５に示す。
【００６３】
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【表５】

【００６４】
実施例１９
　実施例１で調製した食品添加剤スラリー組成物２００ｇ、市販の牛乳２．４kg、バター
１５０ｇ、脱脂乳１．２５ｋｇを水５ｋｇに添加撹拌して均質化し、常法に則り、殺菌冷
却した後、あらかじめ調整したスターター２００ｇ接種し、１８０ccのカップに充填し、
３８℃で５時間発酵させ、カルシウム強化ヨーグルトを得た。
　各試料を男女各１０名よりなる官能試験を行い、食感に関しては下記の４段階の判定を
、風味に関しては下記の５段階の判定を各々にさせ、その平均値を表６に示す。
（食感）
良好な組織を有し、舌ざわりが良好である・・・・・・・・・・・・・・・４
粘度がやや高く、又は、やや組織が悪く、少しざらつきがある・・・・・・３
粘度がかなり高く、又は、かなり組織が悪く、かなりざらつきがある・・・２
濃厚すぎ、又は、離水が見られ、非常にざらつきがある・・・・・・・・・１
（風味）
風味が良好である・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
風味が少し気になる（やや違和感がある）・・・・・・・・・・・・・・・４
風味が少し悪い（やや不快感がある）・・・・・・・・・・・・・・・・・３
風味がかなり悪い（かなり不快感がある）・・・・・・・・・・・・・・・２
風味が非常に悪い（非常に不快感が強い）・・・・・・・・・・・・・・・１
【００６５】
実施例２０、比較例３１～３４
　実施例４、比較例１，４，６，９で調製した食品添加剤スラリー組成物又はパウダー組
成物の再分散液を用いること、及び各々のカルシウム濃度を実施例１９と同濃度に調整す
ることを除き、他は実施例１９と同様の方法でカルシウム強化ヨーグルトを得た。また、
これらのヨーグルトの官能試験を実施例１９の方法と同様の方法で行った。その結果を表
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６に示す。
【００６６】
【表６】

【００６７】
実施例２１
　小麦粉５０ｋｇに実施例１で調製した食品添加剤スラリー組成物６２６ｇを含む飲料水
２０ｋｇを攪拌しながら注入する。攪拌した原料を熟成させ、ロール等で薄く延ばし、裁
断し生麺を生成した後、所定時間蒸し、乾燥させ、理論カルシウム含量２．００ｍｇ／ｇ
のカルシウム強化即席麺を得た。該カルシウム強化即席麺を任意の１０カ所より正確に１
ｇ量り取り、即席麺中のカルシウム含量を測定した。測定値の最大値、最小値及び平均値
を表７に示す。また、該カルシウム強化即席麺の男女１０名よりなる官能試験を行い、食
感に関して下記の４段階の判定を各々にさせその平均値を表７に示す。
（食感）
良好な組織を有し、舌ざわりが良好である・・・・・・・・・・・・・・・４
ほとんど違和感が無く、ややざらつきがある・・・・・・・・・・・・・・３
かなり違和感があり、かなりざらつきがある・・・・・・・・・・・・・・２
非常に違和感があり、非常にざらつきがある・・・・・・・・・・・・・・１
【００６８】
実施例２２、実施例２４，２５、比較例３５～３８、比較例４０～４３
　前述の実施例２、実施例４，５、比較例１～４、比較例６～９で調製した食品添加剤ス
ラリー組成物又はパウダーの再分散液を用いること、及び各々のカルシウム濃度を実施例
２１と同濃度に調整することを除き、他は実施例２１と同様の方法でカルシウム強化即席
麺を得た。また、これらのカルシウム強化即席麺のカルシウム含量並びに食感に関する官
能試験を、実施例２１に示す同様の方法で行った。その結果を表７に示す。
【００６９】
実施例２３
　小麦粉５０ｋｇに実施例３で調製した食品添加剤スラリー組成物１５８８ｇを含む飲料
水２０ｋｇを均質に攪拌しながら注入する。均質化した原料を熟成させ、ロール等で薄く
延ばし、裁断し生麺を生成した後、所定時間蒸し、乾燥させ、理論カルシウム含量２．０
０ｍｇ／ｇ、理論マグネシウム含量１．１４ｍｇ／ｇのカルシウム及びマグネシウム強化



(18) JP 2010-29218 A 2010.2.12

10

20

30

40

即席麺を得た。これらのカルシウム及びマグネシウム強化即席麺のカルシウム及びマグネ
シウム含量並びに食感に関する官能試験を、実施例２１に示す同様の方法で行った。その
結果を表７、８に示す。
【００７０】
実施例２６、比較例３９，４４
　前述の実施例６、比較例５，１０で調製した食品添加剤スラリー組成物又はパウダー組
成物の再分散液を用いること、及び各々のマグネシウム濃度を実施例２３と同濃度に調整
することを除き、他は実施例２３と同様の方法でカルシウム及びマグネシウム強化即席麺
を得た。
　また、これらのカルシウム及びマグネシウム強化即席麺のカルシウム及びマグネシウム
含量並びに食感に関する官能試験を、実施例２１に示す同様の方法で行った。その結果を
表７、８に示す。
【００７１】
　上記表１～表８から明らかなように、実施例１～６で代表される本発明の食品添加剤ス
ラリー又はパウダー組成物は、例えば４０重量％のような高濃度化が可能で流通経済性に
優れるとともに、液中での再分散性、液中での長期分散安定性、及び風味に優れている。
　これに対して、比較例１～１０の食品添加剤スラリー又はパウダー組成物は、２０重量
％を越えるような高濃度化は困難で、従って流通経済性に乏しい。特に、比較例３、４、
８、９のものは液中での安定性や風味は良好であるものの、高濃度化が困難である。また
、他の比較例のものは水中での安定性は比較的良好であるものの、牛乳中での風味に劣る
。
【００７２】
【表７】

【００７３】
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【表８】

【産業上の利用可能性】
【００７４】
　以上のように、本発明の食品添加剤スラリー組成物又はパウダー組成物は、液中での再
分散性、液中での長期分散安定性、並びに風味が極めて優れている上、高濃度化が可能な
ため経済的にも非常に優れている。また、該食品添加剤スラリー組成物及び／又はパウダ
ー組成物を用いて調製される食品組成物は、中性、酸性の何れの領域においても、長期間
の保存安定性が極めて優れている。更に、本発明に使用される原材料は、天候や国際情勢
等の影響を受けることなく安定的に入手できる利点があり、極めて有用性の高いものであ
る。
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